
【コラム】希望が持てる社会に(弁護士　梶山敏雄)
事件は世相を映すと言います。人が一生で一度あるかどうかという出来事を常に扱う弁護士でも、昨今発生する事件を見ると、昔では到底
考えることもできなかった事件が起こっています。

海外からＳＮＳを駆使して犯罪を指示する、白昼堂々と目撃者多数の面前で強盗事件、これほど報道されているにも拘わらず次々と闇バイ
トにかかわる、「何で自分だけが」と己が人生に絶望して無差別に他人を殺傷する。
そしてその実行犯には若者が多い。そうした原因には現在の日本の若者が置かれた貧困・格差・差別、頑張れば未来がという、昔の｢若者
たち｣の歌詞の「君の行く道は希望へと続く」という、生きる事への期待が持てないなどの根本問題が潜んでいることは間違いないでしょ
う。

そのような根源的な問題の解決のためにこそ政治の力が使われなくてはならないのに・・・・。
自分の子供を世襲のために秘書官に起用し、官邸で親族の忘年会を平然と行う政治家にはそうしたことを求めることが無理なのかもしれま
せん。

難民の生命をより窮地に追い込む法案、あの惨禍を忘れた原発再稼働を堂々と認める法案、わざわざ問題が発生すること必至のマイナ保険
証を強行する法案、そして極めつけは膨大な額に昇る軍事拡大予算を強行しての国会閉会。
次々と国民の生活無視の法律が数多く成立しましたが、マイナ保険証などはそれを利用した犯罪が発生すること必至ということで返納運動
が起きているようです。
未だ未だ抵抗するエネルギーと方法が国民に残っていると思います。

弁護士　梶山　敏雄

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】事務所ニュース　２０２３年夏号　巻頭挨拶（弁護士
伊須慎一郎）
警視庁や厚生労働省によると、２０２２年の自殺者のうち、奨学金の返済を苦にして自殺したと考えられる人が１０人いたということです。
学ぶことが、これほど難しくなっている国に未来はあるのでしょうか。
事務所の鴨田譲弁護士が、貸与型奨学金の返済に苦しんでいる方の問題に取り組んでいますが、鴨田弁護士は、誰もが、経済的な事情で学
ぶ機会を奪われないように、学費の無償化ないし大幅な減額や給付型奨学金制度の拡充が必要だと述べています。
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一方で、教員も大変です。夢と希望を持って公立学校の正規教員に採用されたのに、長時間の時間外労働などが原因で、１年以内に離職す
る教員が増えているようです。公立学校の場合、教員給与特別措置法という悪法があり、教員はサービス残業を押し付けられています。
私立学校の中にも、公立学校を真似てか、教員の部活動の指導などにつき、法律上残業代を払わなければならないのに、微々たる手当の支
給のみで、サービス残業を押し付けるケースも見られます。
この私立学校のサービス残業の問題は、これから鈴木満弁護士、深谷直史弁護士が取り組むことになっています。

私は、まだ労働者がそれなりに大事にされた時代に、学生アルバイトをしながら、両親の保護のもと、思う存分に学ぶ機会を与えられまし
た。今になって、本当に恵まれていたのだと実感しています。

学びの場には、その他にも、非正規の大学教員の不安定雇用の問題など、課題・問題が山積していますが、少しでも自由な学びの場を取り
戻せるように、法的問題の根底にある制度改善にも取り組んでいければと考えています。

弁護士　伊須　慎一郎

投資詐欺にご注意を！（弁護士　竹内　和正）
投資被害の相談が増えています。
LINEやインスタグラム等のSNSを通じて勧誘され、虚偽の投資実績等をみせられた上で、
このタイミングを逃す手はないですと焦らされてしまい、指定口座への送金を求められてしまうというものです。
そして、一度送金してしまうと、損失を取り返すため、もしくはより多くの利益を得るためにと繰り返し送金を求められ、最終的には勧誘
者と連絡が取れなくなってしまいます。

近年の投資被害の問題点は、犯人と被害者の方がSNSでしかつながっていないため、犯人の住所、電話番号はもちろん、本名すらわから
ないことが多いという点にあります。

現状、弁護士を通じても被害回復が困難な案件が多いため、被害に遭わないために、SNSでの勧誘を受けて、そのまま投資を行わないこ
とが何よりも重要です。
SNS上でしかつながりのない、本名も、住所も、電話番号もわからない個人やグループに、大金を預けることは危険です。
また、勧誘者名と口座名が違う指定口座に送金することも危険です。

文字で読めば当たり前のように思えますが、悪いタイミングが重なれば、誰でも詐欺被害に遭ってしまう可能性はあります。
皆さんもぜひご注意ください。

弁護士　竹内　和正
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【コラム】生活保護訴訟－さいたま地裁は勝訴、全国は最高裁へ－
（弁護士　鴨田譲）
2014年8月にさいたま地裁に提訴をした生活保護基準引下げ違憲訴訟（埼玉訴訟）ですが、約8年半の審理を経て、2023年3
月29日、原告側勝訴の判決が言い渡されました。
この裁判は、国が2013年から2015年まで、3度に渡る生活扶助費の引下げを行い、この結果、総額670億円､最大で10%もの
生活扶助費の大幅な引き下げがなされたことに対し、取消し等を求めた裁判です。
全国29の地方裁判所で1000名以上の方が原告となり、埼玉では35名の方が原告となって裁判を行っていました。この裁判は既に各
地で地裁判決が下されています。
昨年3月の時点では、原告側から見て勝訴判決は1件のみ、敗訴判決は8件でしたが、昨年5月の熊本地裁で2件目の勝訴判決が出て以降、
立て続けに勝訴判決が下され、本判決の時点で8勝9敗となりました。
今回の埼玉での判決は勝訴判決ではあるものの、それまでの7件の勝訴判決とはその理由が異なり、実質敗訴の内容も含む問題のある判決
でした。そのため、被告側からも控訴されましたが、原告側からも控訴を行いました。

この判決から約2週間後の4月14日、本訴訟で初の高等裁判所判決が大阪高裁でありました。結果は、原告側敗訴判決でした。
これに対して原告側は上告しましたので、本訴訟はこれから最高裁で判断されることになります。
最高裁で勝訴判決を得るためにも、これから東京高裁で行われる埼玉訴訟の第2審で逆転されないように、また、第1審より内容のよい判
決が出るように進めていけたらと思います。

弁護士　鴨田　譲

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

“切手のないおくりもの♫”　（弁護士　猪股　正）
　ソースからずっしりと重い本が突然届いた。手紙は付いていない。巻末の著者「主要業績」を見る。難しそうな論文が並ぶ。「中央線が
直線であることの植民地主義的な意味－社会科・地歴教材開発の観点から」。ソースらしくておかしい。確かに、地図を見ると、新宿から
わずかに北上したあとは、立川まで西へ微動だにしない一直線だ。住人も地形も蹴散らしたようなこの直線に上からの傲岸不遜な力を感じ
たんだと思う。「あとがき」が長い。大学時代、山岳部に入り浸り、そこが初めて意識した親密圏で、ゼロ単位を自慢する価値観に率先し
て染まったこと、京都暮らしは長く先行き不透明な苦悩の時代であったことなどが綴られている。

https://saitamasogo.jp/archives/90960
https://saitamasogo.jp/archives/90960
https://seikatsuhogosaitama.jimdofree.com/
https://saitamasogo.jp/kamodayuzuru
https://saitamasogo.jp/archives/90945
https://u-gakugei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=31022&item_no=1&attribute_id=21&file_no=1
https://u-gakugei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=31022&item_no=1&attribute_id=21&file_no=1


中央線が直線であることの植民地主義的な意味
　ソースは京大山岳部時代の後輩。一緒に丸太に跨がり奥利根湖を横断し利根川源流から尾瀬ヶ原へと遡行した。吉田拓郎ファンで気が合
い、無口な私は明るくよくしゃべる後輩のソースからよくいじられた。司法試験に受からない苦しい時代、よく励まされた。ソースは京都
に残り留年、休学、院浪。ずっと心を離れずその存在を感じながら生きてきた。

　この「現代日本の規律化と社会運動」（及川英二郎著。日本経済評論社）という難しいタイトルの本には、生協の主婦の運動、胎児性水
俣病患者の運動のことなどが書かれている。「生活保護を受けて何がワルインダ」「ホームレスであって何がワルインダ」、“ああなって
はならない者”とされた人々こそが「当然の者」として普遍化されるような「新しい共同性」を展望する、「共同性」へと架橋するのは人
間の多様な想像力であり、だからこそ歴史の叙述が必要で、抗う活動は人間の日常的な営みに軸足を置く必要があると書いてある。

　長い思索の積み重ね、ソースの人生の厚みや重みを感じる。難しいけれど心はわかる。歴史学者と弁護士となり、離れたところを歩いて
きたけれど、近くでつながっている。こうした幸運に感謝し、私も、日常の営みに軸足を置き、抗う一歩を続けたいと思う。

（弁護士　猪股　正　　事務所ニュース・2023年夏号所収）

※　切手のないおくりもの／財津和夫

日々勉強です
初めまして、昨年12月に埼玉総合法律事務所に入所しました。弁護士の宮本澄香と申します。よろしくお願いいたします。
弁護士としての業務を開始して早3カ月が経とうとしていますが、日々新しい発見・学びの連続で、やりがいを持って業務に取り組めてい
ると感じます。

さて、弁護士は、法科大学院や司法修習で学ぶ中で、法律や訴訟手続に関する一通りの知識を身につけてはいますが、経験の浅い内はまだ
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まだ未知の法分野も多いというのが実状です。そこで、経験不足をカバーするため、業務終了後に研修に参加したり、日弁連が弁護士向け
に提供しているe-ラーニング講座を視聴するなどして、未知の分野の知識を身に付けられるようにしています。

私が目下勉強中なのは労働法です。これまで労働法を学ぶ機会のなかった私ですが、事務所で労働事件を扱うことも多いため、今になって
慌てて勉強しています。
労働法を学んでいると、これまでのアルバイト経験や前職会社員時代の出来事を思い返して、「あれは違法だったのでは？」という考えが
頭をよぎることもあります。残念ながら、従業員に対して違法な働き方を強いる企業や団体は未だ少なくないのが現状です。

自身の弁護士としての活動が、そのような労働環境改善の一助となればと思いつつ、今日も事件に取り組んでいます。

弁護士　宮本　澄香

【コラム】弁護士になるまでを振り返って（弁護士深谷直史）
入所してから約半年が経ってしまいました。なんだかあっという間です。思えば、弁護士になるまで、新型コロナウイルスに振り回されて
きました。未知の感染症が拡がる中で司法試験は延期、図書館や学校は閉鎖されて勉強ができない、延期後の日程は夏真っ盛りの猛暑日と
いった状況で司法試験を受けました。例年恒例であった法務省掲示板での合格発表も、中止になってしまいました。無事合格した後も、修
習はオンラインとの併用、同期や教官とろくに顔も合わせない、カリキュラムの変更など制約の多かった修習でした。五月雨式に来る司法
研修所からの事務連絡に右往左往しているうちに、修習も終わってしまいました。今振り返ると、すごく大変だったなと思います。無事に
弁護士になれて、半年間無事になんとかやれていることに喜びを感じています。迎え入れてくださった埼玉総合法律事務所の皆様、お世話
になった家族と友人に感謝申し上げます。 　

弁護士になった後も、研修三昧の日々で、司法試験を受けているときよりも勉強することは多いです。委員会にも１０個近く入ってしまい、
色々な行事に顔を出しています。コロナも比較的落ち着いてきて、弁護団のイベント等で地方に行くことも多くなってきました。学ぶべき
ことは、まだまだたくさんあります。今年も謙虚の気持ちをもって、目の前のことに一生懸命取り組みたいと思います。

弁護士　深谷　直史

（事務所ニュース・2023年新年号掲載）

https://www.nichibenren.or.jp/
https://saitamasogo.jp/miyamoo_sumika
https://saitamasogo.jp/archives/90319
https://corona.go.jp/
https://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A9%A6%E9%A8%93
https://saitamasogo.jp/fukayanaofumi


【コラム】考えることをあきらめない（弁護士鈴木満）
２０２２年に扱った事件を思い返してみると、当初は、こちらの主張が認められる見通しは厳しいと思っていたものの、結果として、認め
られた事件が多かったように思います。

事件の見通しを考える作業の一つとして、過去の裁判例を見て、似たような事件でどのような判断が下されているのか確認することがあり
ます。その作業の中で、あまりいい見通しが立たないと、事件を進めていくときに、とても悩みます。反論の書面の作成がなかなか進まな
かったり、相手側の証人に対する反対尋問を考えるときに何をどのように聞いたら証言の信用性を下げることができるのか苦慮したりする
ことがあります。上記の事件でも、たくさん悩んで苦しい思いをしたことがありました。

しかし、そんな時でも、あきらめずに、粘り強く、事件記録や資料に向かい、考え続け、そして、行動することで、良い結果を出すことが
できることもあると強く感じました。

昨年カタールで開催されたサッカーワールドカップ、日本対スペインの試合で、決勝アシストをした三苫選手のプレーは、まさに、あきら
めない気持ちを体現するようなプレーであり、なんだか勇気をもらったというか、勝手に、背中を押してもらったような気持ちになりまし
た。

今年もよりよい解決を目指して、目の前の事件に、粘り強く取り組んでいこうと思います。そして、入会してからなかなか行くことができ
ていないジムにも、あきらめずに行く努力をしようと思います。

弁護士　鈴木　満

（事務所ニュース・2023年新年号掲載）

【コラム】男女共同参画社会へ（弁護士南木ゆう）
弁護士１０年目（親になって８年目）となりました。日弁連設立当初（１９５０年）は、弁護士総数５，８２７人のうち女性はわずか６人
（全体の０．１％）でしたが、２０２０年には弁護士総数４２，１６４人、うち女性は８，０１７人（全体の１９．０％）となったそうで
す。女性弁護士の数は飛躍的に増加していますが、日々の業務においては、まだまだ女性弁護士が足りていないと感じる場面が多々ありま
す。性被害やDV問題に限らず、また男女を問わず、同性の弁護士に相談したいというニーズもあり、私も女性からの相談を多く受けてい
ます。

国は、「指導的地位に占める女性の割合を２０２０年に３０％にする」という目標を定め、法曹三者も各々取組みを行ってきましたが、裁
判官２７．２％、検察官２６．０％、弁護士１９．０％ といずれも目標を達成できず、特に弁護士が目標を大きく下回りました。

https://saitamasogo.jp/archives/90317
https://www.jfa.jp/samuraiblue/worldcup_2022/schedule_result/
https://www.frontale.co.jp/profile/2021/mem_18.html
https://saitamasogo.jp/suzukimitsuru
https://saitamasogo.jp/archives/90315
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji03_00008.html


女性弁護士は、家庭との両立を考え企業へ就職する人も多いので（企業内弁護士の女性の割合は４０％超）、当事務所のような「まちべん」
といわれる法律事務所では女性の割合はもっとずっと低いようです。

そんな中、当事務所に女性弁護士が１人増えました！（本原稿執筆時には予定）。幅広い分野に取り組み、人権問題や社会問題にも携わっ
ていきたいという志を持つ素敵な女性です。  様々な場面で、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ
る社会を目指し、私も目の前の小さなことから変えていきたいと思います。

弁護士　南木　ゆう

（事務所ニュース・2023年新年号掲載）

【コラム】木の棒を育てる（弁護士竹内和正）
家のベランダに中型のプランターを2台置き、もう何年も花や野菜、ハーブなどを育てています。突然生えてきたキノコにおびえたり、はっ
ぱを食い荒らす虫と（直接さわれないので棒で）対決したりしながらも、プランターで四季を楽しんでいます。去年は、プランターの端に
勝手に生えてきた雑草に、３か月程度、毎日水をあげ続け、こんもりと大きく育てることにも成功しました。

栽培欲は留まることを知らず、観葉植物も育ててみたいと考えるようになっていたのですが、室内の観葉植物に虫が発生してしまったらと
考えると、怖くて手を出すことができませんでした。そうしていたところ、物欲しそうに観葉植物を眺める僕の姿をみかねた家族が、昨年
の誕生日にお猪口に植えられた小さなパキラを贈ってくれました。僕は、とても嬉しくて、（家だと虫がついたら困るので）事務所で育て
ていたのですが、パキラは日を追うごとにどんどん元気がなくなり、葉が落ちていってしまいました。僕は、穴がなく水が抜けないお猪口
の構造に問題があると考え、パキラを鉢に植え替えました。そして、その結果、現在は、おしゃれな白い漆器の鉢に、「パキラ」と書かれ
た札と、木の棒だけがささっている状態になっています。

そして、それから半年、僕は木の棒に水をあげ続けています。僕としてはパキラを育てているのですが、事務所の皆さんからすると、木の
棒に水をかけ続けているように見えていると思います。さすがに気味が悪いのか、どうして僕が木の棒に水をかけ続けているのか聞いてく
る人はいません。

枯れるも何も、現状、ただの棒なので、いつあきらめてよいかもわかりません。このままでは、新葉が出てこない限り、僕は黙々と、これ
からずっと、木の棒に水をあげ続けなければならないことになります。 なんとか今年、新葉が出てくれることを切に願います。

弁護士　竹内　和正

（事務所ニュース・2023年新年号掲載）

こちらの話には続きがあります。続編はこちらです。

https://saitamasogo.jp/minakiyu
https://saitamasogo.jp/archives/90304
https://lovegreen.net/library/house-plant/p89001/
https://saitamasogo.jp/takeuchikazumasa
https://saitamasogo.jp/archives/90278
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